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【6.6.2.4】米国における特許を対象にした侵害防止調査                                    

 

 

 

 

 

1）調査ツールの選択                                                                

米国における特許は、米国特許商標庁（以下、USPTO）が提供するPatFT、AppFT、世界知的所

有権機関(以下、WIPO)が提供する PatentScope や欧州特許庁(以下、EPO)が提供する

Espacenetなどに収録されている。いずれのツールも十分な収録状況であり、また高機能な検索機能が

備わっているが、ここでは高度な論理検索（KWなどの AND検索や OR検索）ができること、HIT した

文献を日本語に翻訳する機能があることなどを考慮し、WIPOのPatentScopeを利用した事例を紹介

する。 

 

2）検索事例                                                                       

PatentScope の検索画面は下記 URL から接続することができる。日本語版以外にもモバイル版、英

語版、ドイツ語版、中国語版、韓国語版など複数のインタフェースが用意されている。また、検索画面に

は 4 つの検索モードが用意されているので目的に合わせてモードを選択する。 

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

 

◆検索モードの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社で開発した商品を米国で販売したい。特許侵害で訴えられ

ることは避けたいが、どうしたら良いか？ 

Q 

簡易検索：フルテキストや氏名(名称)など 8種類の検索フィールドから 1 つを選んで検索

を行う。 

詳細検索：検索ボックスに検索語、検索式、フィールドコードなどを指定した検索構文を

入力して、複数の条件を組み合わせた検索を行う。 

構造化検索：発明の名称や要約など複数の検索フィールドでそれぞれ検索条件を指定

し、それらの条件を組み合わせた検索を行う。 

多言語検索：入力した検索用語を自動的に 12 言語に翻訳し、その全てを使って特許

文献の検索を行う。 

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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今回は、複数の検索項目を設定でき、より目的に近い検索ができることから「構造化検索」モードを選択

した事例を紹介する。 

  

4 つの検索モードが用意されている 

言語切替 



pg. 3 
 

◆調査目的および調査対象 

調査対象例として下記の調査目的および開発技術を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

位置と方向 

地図表示 

目印 

街頭風景の表示 

ユーザの位置 

調査目的：自社で以下の技術を開発した。米国において特許出願をしたいので先行技術を確認する 

＜自社開発技術＞ 

主な主題：「地図表示のグラフィカルユーザインタフェース」 

[コンセプト] 

・スマートホンなどの携帯端末で地図を表示する際のグラフィカルユーザインタフェースにおいて、地図表示と通りからの

街頭風景の表示（以下、街頭風景の表示）（３次元表示）との２画面表示であり、地図表示と街頭風景の表

示がリンク（連携）表示することで地図表示と街頭風景の表示の関係をわかり易くしている。 

・また、地図上のユーザの位置から観察した対象物に目印を付けることが可能であり、目印が地図表示と街頭風景

の表示との両方の表示に反映されることで目印の位置をわかり易くしている。 

・街頭風景の表示とは、ある地点における通りを含む街並みを擬似的、若しくは画像にて再現した表示形式を意味

する。 

[装置の主な構成] 

①地図表示と街頭風景の表示との２画面構成 

・地図表示と街頭風景の表示が同時に表示される 

②地図表示と街頭風景の表示とがリンク（連携）表示している 

・地図表示での特定された位置と方向が街頭風景の表示に反映表示される 

③地図上の対象物に目印を付ける 

・目印が地図表示と街頭風景の表示との両方の表示に反映される 
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◆予備検索・準備編 

調査を行う前に、該当技術に対応する特許分類の選定や、適切な技術用語を設定しておく必要がある。

技術用語については、単純な英訳ではなく、同義語や上位概念も含め、適切な KW を設定する必要が

ある。 

 

①該当技術に対応する特許分類の特定 

特許分類の定義や周辺の特許分類は独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特許情

報プラットフォーム J-PlatPat」の「パテントマップガイダンス（PMGS）」を利用することで参照できる。 

https://www5.j-platpat.inpit.go.jp/pms/tokujitsu/pmgs/PMGS_GM101_Top.action 

 

J-PlatPat のパテントマップガイダンス(PMGS)の画面のタブで「キーワード検索」を選択し、検索する特許

分類として IPC を選択し、「キーワード」の欄に例えば【ユーザインタフェース】と入力し、「検索」ボタンを押

す。ヒットする中に、以下の様に IPC:G06F3/048 にグラフィカルユーザインタフェースに相当すると思われ

る分類があった。G06F3/048 をクリックすると分類定義一覧が表示されるので、前後の分類や上位階

層の分類を参照する。今回の事例の場合、「地図用のグラフィカルユーザインタフェース」を設定しているた

め、G06F3/048～3/0489 を選択する。 

 

 

https://www5.j-platpat.inpit.go.jp/pms/tokujitsu/pmgs/PMGS_GM101_Top.action
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②技術用語の特定（英語） 

日本語のKWに対して考えられる英語のKWを設定し、そのうえで、さらに上位概念の KWや同義語な

どを検討し、検索に用いる英語の KW を特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発明（構成要件） 日本語KW 英語KW 検討する事項、他のKW等

特徴１（KW1） 地図 map

特徴２（KW2） 通り street 他の表現も検討→「道路」、「街路」

道路 road

街路 avenue

特徴３（KW3） 位置 position 他の表現も検討

location

方向 direction 他の表現も検討→「方位」

方位 orientation

目印 mark

 集合 1 

ユーザインタフェースに関するもの

（IPC=G06F3/048～3/0489） 

集合２ 

KW１（地図） 集合３ 

KW2（通り、 

道路、街路） 
 

 

 

 

 

 

集合４ 

KW３（位置、方向、方位、目

印） 

＜検索方針＞ 

主題を包含する特許分類：G06F3/048 

KW1：Map 

KW2：Street or Load or Avenue 

KW3：Position or Location or Direction or Orientation or Mark 

検索式＝US and IPC and KW1 and KW2 and KW3 
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◆実践編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索対象とする特許分類および KW を設定したので、PatentScopeにアクセスし米国特許に対する検

索を行う。まず検索モードとして「構造化検索」を選択し、検索言語を「英語」に変更する1。これにより、

英語で収録されている情報、特に要約や請求項など明細書本文のテキスト情報に対し検索することがで

きるようになる。今回は検索式に英語の KW を使用するため、この手順が必要となる。言語を指定したら、

左側のプルダウンメニュー（どの行でも良い）から「国名（国コード）」を選択し右側の検索ボックスに

【US】を、「請求の範囲（英語）」を選択し前述のKW1～3を、「国際特許分類」に【G06F3/048】を

入力する。最後に優先日などの日付の限定を行う。表記は、欧州スタイルの dd.mm.yyyy を括弧 [ ] 

でくくった形となる。例えば、「1997年 1月 1日から 2016年 12月 31日」の範囲を入力したい場合

は、 【[01.01.1997 to 31.12.2016]】と入力する。to の両側にはスペースが必要である。日付につ

いては検索インタフェースが日本語モードでも欧州スタイル（日月年）なので注意が必要である。基本

的に侵害防止調査の場合、調査を実施する時点から逆算して 20 年間を優先日の期間限定の条件と

する2。 

なお、この事例では検索項目として請求の範囲を選択しているが、全文を指定することも可能である。た

だし全文検索の場合にはノイズが増えることもあるため、HIT件数などを確認しながら選択すると良い。 

 

 

                                                   
1 PatentScopeはテキスト情報が原語で収録されている。そのため KW検索において検索言語を適切に設定する必要

がある。英語以外の KW で検索する場合には、画面左下の「言語」を入力する言語にあわせるか「全言語」を指定する必

要がある。本書では言語を英語に設定する手順を紹介している。 
2特許の権利期間は出願から 20年であるため。 

行ごとに AND

検索される 
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この状態で「検索」をクリックすると、以下のような検索結果が表示される。 

 

 

検索を実行すると要約とともに一覧形式で HIT 文献が表示される。自動翻訳機能を使えば表示内容

を日本語にすることもできる。詳しい内容が知りたいときは左側の「公開番号」をクリックする。その特許の

書誌情報、請求項、図面などの情報が得られ、さらに明細書本文も確認することができる。これらの請求

項や明細書本文のテキスト情報についても自動翻訳機能を利用することができる。 
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これらの HIT文献を 1件ずつ確認していくと、以下のような公報を見出すことができる。 

 

 

 

この画面では、本特許の書誌事項が表示されているが、タブを切り替えることで明細書本文、請求項、

図面などにアクセスすることができる。なお、PatentScope ではパテントファミリーを表示させることはできな

い。 

この特許は、地図表示とストリート表示の 2種類の表示をおこなっており、このストリート表示は自社技術

の「通りからの街頭風景の表示」と同様の表示を行っている。自社の製品の構成要件①～③を包含する

内容（上記開示内容の A、B、C）が記載されていることがわかった。つまり、製品をそのまま輸出した場

合、この特許を侵害してしまう可能性がある。したがって、仕様や構成要件の変更などにより、この特許を

＜請求の範囲の構成要件＞ 

A地図表示とストリート表示との２画面構成 

B地図表示とストリート表示とがリンク（連携）表示している 

C地図上の対象物に目印を付ける 
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回避する必要がある。 

◆まとめ 

以上のように、自社の開発製品の構成要件（技術的特徴）を検索式に組み込み、HIT した公報の

内容（特に請求の範囲）を確認することで、開発製品に近い内容を特許請求している特許を把握す

ることができる。 

製品を販売する前に侵害防止調査を実施すれば、特許侵害で訴えられる事態を未然に防ぐことができ

る。 

 

特許の権利は、特許請求の範囲（別の表現では請求項あるいは Claim）に記載されている内容であ

るため、侵害防止調査は、基本的には請求項を対象に判断する。そのため、本書では KW検索を請求

の範囲に対しておこなっている。しかしながら請求項は上位概念化された語や特殊な言い回しが用いられ

ることも多い。そのため検索時の漏れを防ぐために、請求項に限定した KW 検索だけではなく、要約ある

いは全文を対象とした KW検索を実施することが望ましい。 

 

 ◆さらに漏れを防止した検索を希望するときは、請求項以外も対象にする（要約あるいは全

文も対象とする） 

 ◆査読するときは、請求項を対象にする 

 

 

 

 

 

 

 

検索時の漏れを防ぐために、請求項に加え要約や全文も検索対象とすることが

望ましい。 

侵害の可能性については請求項の内容を検討する必要があるため、内容の近い

特許が見つかった場合には、必ず請求項を確認する。 

PatentScope はテキスト情報が原語で収録されているので検索をする際には

検索言語の指定および KWの言語設定を適切に行うことが重要である。 

Point 


